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式会社の平成 30年 10月 31日 付けの臨時株主総会においては、①代

表取締役たる取締役 とされていた藤林久士の辞任 に伴い、②代表取締役

とる取締役 として紫垣昭人を選任する決議が不存在であることを確認

する。との判決が下されている。

以上のとおりであるから、平成 30年 2月 26日 付けの臨時株主総会
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決壷、②生羞ユ鐘役たうユ位役_と _し ≦塵埜基±を選生主る宣2△置及び
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門二丁 目 2番 5号共 同通信会館 2階 に移転す る旨の決議 がいずれ も不

存 在 で あ る と を確認 す る。

また、被告 の平成 30年 10月 31日 付 けの臨時株主総会 にお ける、

また、上記東京高裁判決では、その 「主文」において、「当裁判所 も、

被控訴人 (大塚万吉)の請求は、いずれ も理 由があると判断す るとした

うえで、「1 本件控訴 を棄却す る。」「2 訴訟費用は控訴人の負担 と

す る」 との判決を言い渡 した。

その理 由については、原判決 「事実及び理 由」欄の 「第 3 当裁判所

の判断」に記載の とお りであるか ら、これ を引用す る。」と判示 した うえ

で、本件株主総会 1及び本件建物株主総会 2が 開催 された とされ る時点

において も、現時点において も、本件株式を有す る株主は被控訴人であ

るとい うべ きであって、被控訴人は、本件訴 えの原告適格 を有す る者で

ある し」 と判示 した うえで、以上によれば、被控訴人の請求をいずれ も

認容 した原判決は相 当であ り、本件控訴は理 由がないか らこれ を棄却す

ることとして、主文の とお り判決 している。

以上の とお りであるか ら、本件土地 をその所有者である宗和建物株式

会社か ら魏国珍に売却す るには、宗和建物株式会社の代表取締役たる取

締役取役 としての権限がある者 の承諾が不可欠である。
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①代表取締役たる取締役とされていた藤林久士の辞任に伴い、②代表取

締役たる取締役として整垣昭△を選任する決議が不存在歪あることを

確認する。平成 30年 10月 31日 付けの臨時株主総会においては、①
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認する。との判決が下されている。


